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平
成
27
年
４
月
か
ら
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度
」
の
実
施
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
と

は
、
平
成
24
年
８
月
に
成
立
し
た
「
子

ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法
（
※
１
）」
に

基
づ
い
て
、
全
国
の
各
市
町
村
が
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
子
育
て

支
援
に
関
す
る
事
業
計
画
を
策
定
し
、

幼
児
期
の
教
育
・
保
育
、
子
育
て
支
援

を
総
合
的
に
推
進
し
て
行
く
仕
組
み
の

こ
と
で
す
。

【
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】
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課
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質
の
高
い
幼
児
期
の

学
校
教
育
・
保
育
の
総
合
的
な
提
供

　

幼
児
教
育
と
保
育

を
一
体
と
し
て
提
供

す
る
「
認
定
こ
ど
も
園

制
度
（
※
2
）」
を
改
善
し
、

こ
れ
ま
で
複
雑
だ
っ
た

設
置
の
た
め
の
手
続
き

の
簡
素
化
な
ど
を
図
り

ま
す
。

保
育
の
量
的
拡
大
・
確
保

教
育
・
保
育
の
質
的
改
善

　

都
心
部
で
は
特
に
問
題
と
な
っ

て
い
る
、
待
機
児
童
が
発
生
し
て
い
る

地
域
で
の
施
設
整
備
な
ど
を
促
進
し
ま

す
。

　

ま
た
、「
保
育
所
」
の
認
可
の
仕
組
み

を
改
善
し
、「
地
域
型
保
育
事
業
（
※
3
）」

に
対
す
る
新
た
な
財
政
措
置
を
行
い
、

提
供
さ
れ
る
保
育
の
量
や
種
類
を
増
や

し
た
り
す
る
こ
と
で
、
待
機
児
童
の
解

消
を
図
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
保
育
の
量
と
と
も
に
質
の

確
保
に
も
努
め
、
職
員
の
処
遇
や
配
置

に
関
す
る
改
善
な
ど
を
図
り
ま
す
。

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実

　

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事
業
」「
一
時

預
か
り
事
業
」「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点

（
※
１
）
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法 

… 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
、
認
定
こ
ど
も
園
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
関
係
法
律
の
整
備

な
ど
に
関
す
る
法
律
（
児
童
福
祉
法
等
の
改
正
）

（
※
２
）
認
定
こ
ど
も
園 

… 

幼
稚
園
と
保
育
所

の
機
能
を
併
せ
持
つ
施
設
（
幼
保
連
携
型
、
幼

稚
園
型
、
保
育
所
型
、
地
方
裁
量
型
の
４
種
類
）

（
※
３
）
地
域
型
保
育
事
業 

… 

小
規
模
保
育
事

業
、
家
庭
的
保
育
事
業
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
、

事
業
所
内
保
育
事
業
の
４
種
類

こ
れ
か
ら
の
幼
児
教
育
・
保
育

〜
平
成
27
年
度
か
ら
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
」
に
つ
い
て
〜

　

新
制
度
の
施
行
に
よ
り
、
幼
稚
園
・

保
育
所
の
入
所
方
法
な
ど
が
、
こ
れ

ま
で
と
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
決
定
次
第
、
広
報
う
わ

じ
ま
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

」
を
改
善
し
、

保
育
の
量
的
拡
大
・
確
保

教
育
・
保
育
の
質
的
改
善

事
業
」
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に

対
応
で
き
る
よ
う
、
子
育
て
支
援
の
充

実
を
図
り
ま
す
。

宇
和
島
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

　

平
成
27
年
4
月
に
施
行
予
定
の
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
に
関
す

る
事
業
計
画
の
策
定
に
向
け
て
、
諮
問

機
関
と
し
て
学
識
経
験
者
、
子
ど
も
の

保
護
者
、
関
係
団
体
の
関
係
者
の
皆
さ

ん
で
構
成
さ
れ
た
「
宇
和
島
市
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

昨
年
末
に
は
、
小
学
生
ま
で
の
子
ど

も
を
持
つ
保
護
者
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー

ト
（
ニ
ー
ズ
）
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
国
の
示
す
基
本
指
針
や
こ
の

調
査
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
事
業
計

画
の
策
定
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

のび
のび

育つ

子ど
もた

ちへ
！


